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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱処理により所望の微生物を優先的に集積させた含水性の担体を用いて、生物処理槽
内で排水を生物処理するとともに、前記担体を加熱処理槽で定期的に再加熱処理する排水
処理装置であって、
  前記加熱処理槽から前記生物処理槽へ前記担体を返送する経路に、加熱処理後の担体を
一定時間水中に浸漬させる形状復帰槽を設けたことを特徴とする排水処理装置。
【請求項２】
　前記形状復帰槽では、前記再加熱処理後の担体を前記生物処理槽と同じ水温下で３０分
以上浸漬することを特徴とする請求項１の排水処理装置。
【請求項３】
　前記担体は、加熱処理によりアンモニア性窒素を亜硝酸まで硝化するアンモニア酸化細
菌を優先的に集積させた亜硝酸型硝化担体であることを特徴とする請求項１又は２の排水
処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括固定化担体を用いて排水を処理する排水処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　廃水や下水を微生物で処理する生物処理は、比較的低コストで行うことができるため広
く採用されている。しかし、微生物の種類によっては、増殖速度が遅いものや、被毒し易
いもの、又はその環境中において増殖し難いものがあり、必ずしも効率的な方法とはいえ
ない場合がある。そこで、微生物が繁殖しやすい環境を積極的に形成するために、特定の
微生物を予め内部に包括固定した固定化微生物担体を用いて生物処理する処理方法がすで
に実用化されている。
【０００３】
　微生物を包括固定する固定化材料としてはゲル材料が通常用いられ、例えば、特許文献
１に記載のポリエチレングリコール系のポリマ、ポリビニルアルコール系の樹脂等がある
。一方、ゲル材料に包括固定化する微生物としては、主に下水処理場の活性汚泥や純粋培
養した微生物を微生物供給源として使用される。
【０００４】
　本出願人は、湖沼や河川や海の底泥、地表の土壌、又は下水処理場の活性汚泥のうちの
何れかの汚泥の存在下で、３０～８０°Ｃで加熱処理しながら重合させて亜硝酸型硝化担
体を生成し、その亜硝酸型硝化担体を用いて排水処理を行う窒素除去方法及び装置を提案
した（特許文献２）。これにより、排水中のアンモニア性窒素を亜硝酸で分解停止できる
ので、低コストで効率のよい窒素除去を行うことができる。
【特許文献１】特願昭６０－４４１３１号公報
【特許文献２】特願２００２－１６３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献２において、アンモニア性窒素を亜硝酸で分解停止させる能力を維
持するため、亜硝酸型硝化担体を定期的に再加熱処理する必要がある。亜硝酸型硝化担体
は含水性の高い物質で構成されているため、再加熱処理の熱により担体中の水分が放出さ
れ、亜硝酸型硝化担体自体の体積が収縮する。したがって、加熱処理後の亜硝酸型硝化担
体をそのまま生物処理槽に返送すると、元の大きさよりも小さい亜硝酸型硝化担体はスク
リーンを通過して槽外へ流出し、生物処理槽における亜硝酸型硝化担体の量が減少すると
いう問題があった。
【０００６】
　この亜硝酸型硝化担体の流出を防止するために、生物処理槽に設けられたスクリーンの
目を小さくすることも考えられるが、スクリーンの目を細かくすると排水中の懸濁物質な
どによる目詰まりが発生し易くなり、排水処理能力自体を低下させるという問題が新たに
発生する。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、再加熱処理した担体を生物処理槽か
ら流出させない排水処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１は前記目的を達成するために、加熱処理により所望の微生物を優先的
に集積させた含水性の担体を用いて、生物処理槽内で排水を生物処理するとともに、前記
担体を加熱処理槽で定期的に再加熱処理する排水処理装置であって、前記加熱処理槽から
前記生物処理槽へ前記担体を返送する経路に、加熱処理後の担体を一定時間水中に浸漬さ
せる形状復帰槽を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　請求項１によれば、生物処理槽で生物処理するための担体として、定期的に再加熱処理
することにより分解能力が維持される担体を用いることがある。その場合、生物処理槽内
の担体は回収されて加熱処理槽で再加熱処理されるが、その熱により担体内部の水分が放
出されて収縮する。しかし、再加熱処理により収縮した担体は含水性を有しているため、
水中に一定時間浸漬すれば元の大きさに形状復帰する。そこで、加熱処理された担体を加
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熱処理槽から生物処理槽へ返送する経路に形状復帰槽を設け、形状復帰槽で加熱処理後の
担体を一定時間水中に浸漬させることにより、生物処理槽へ返送された担体は元の大きさ
に形状復帰するため、生物処理槽に設けられたスクリーンを通過して生物処理槽の外へ流
出することを防止できる。
【００１０】
　本発明の請求項２は、請求項１の形状復帰槽では、前記再加熱処理後の担体を前記生物
処理槽と同じ水温下で３０分以上浸漬することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２によれば、加熱処理槽で収縮した担体は、生物処理槽と同じ水温下で３０分以
上浸漬すると元の大きさに形状復帰する。したがって、形状復帰槽における担体の浸漬を
上記条件で行うことにより、担体を再加熱処理しても、生物処理槽からの担体の流出を防
止することができる。
【００１２】
　請求項３は、請求項１又は２の担体は、加熱処理によりアンモニア性窒素を亜硝酸まで
硝化するアンモニア酸化細菌を優先的に集積させた亜硝酸型硝化担体であることを特徴と
する。
【００１３】
　請求項３によれば、本発明の担体として定期的な再加熱処理が必要な亜硝酸型硝化担体
を用いることにより、加熱処理槽で収縮した担体を形状復帰槽で元の大きさに形状復帰で
きる。これにより、排水中のアンモニア性窒素を亜硝酸で分解停止させる反応を効率よく
行うことができるので、低コストで効率のよい排水の窒素除去を行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明に係る排水処理装置によれば、加熱処理装置から生物処理
槽へ返送する経路に形状復帰槽を設け、再加熱処理した担体を形状復帰槽で生物処理槽と
同じ水温下で３０分以上浸漬することにより、加熱処理装置の熱で収縮した担体を形状復
帰させることができるので、収縮した担体が生物処理槽のスクリーンを通過して生物処理
槽から流出することを防止できる。これにより、再加熱処理が必要な担体を用いた排水処
理において、担体の減少による排水処理能力の低下を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下添付図面に従って本発明に係る排水処理装置の好ましい実施の形態について詳説す
る。
【００１６】
　図１は、本発明の実施の形態である排水処理装置１０の概略構成図であり、廃水中の窒
素除去を行う一例である。
【００１７】
　図１に示すように、排水処理装置１０は、主に生物処理槽１２、加熱処理槽１４、形状
復帰槽１６で構成される。
【００１８】
　生物処理槽１２の内部には多数の担体が設けられる。担体としては、湖沼や河川や海の
底泥、地表の土壌、又は下水処理場の活性汚泥のように、多数の微生物が混在する複合微
生物汚泥を微生物供給源とし、この複合微生物汚泥をモノマ又はプレポリマを重合して包
括固定する際に３０～８０°Ｃで加熱処理することにより、アンモニア性窒素を亜硝酸ま
で硝化するアンモニア酸化細菌を優先的に集積した亜硝酸型硝化担体を用いた。担体の製
造において用いる固定化材料としては、モノメタクリレート類、モノアクリレート類、ジ
メタクリレート類、トリメタクリレート類、トリアクリレート類、テトラアクリレート類
、ウレタンアクリレート類、エポキシアクリレート類、その他、ポリビニルアルコール、
アクリルアミド、光硬化性ポリビニルアルコール、光硬化性ポリエチレングリコール、光
硬化性ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールポリプリマ等を使用することが
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できる。
【００１９】
　生物処理槽１２の底部には曝気装置１８が設けられ、曝気装置１８で排水を曝気するこ
とにより、生物処理槽１２に流入した排水が担体と混合し、好気的に生物処理される。生
物処理された処理水は、生物処理槽１２の下流側に設置されたスクリーン２０で担体が分
離されて生物処理槽１２から流出した後、次の処理工程へ送られる。なお、使用されるス
クリーン２０の目は担体よりも小さく、かつ目詰まりを起こし難い程度の大きさであるこ
とが好ましい。
【００２０】
　また、生物処理槽１２には担体回収装置２２が設けられ、定期的に一定量の担体を回収
して加熱処理槽１４へ移送する。回収され移送された担体は、加熱処理槽１４で３０～８
０°Ｃで再加熱処理される。再加熱処理後の担体は形状復帰槽１６へ移送され、形状復帰
槽１６にて生物処理槽１２と同じ水温下で３０分以上、好ましくは６０分以上浸漬される
。浸漬された担体は、生物処理槽１２へ返送される。
【００２１】
　次に、上述した本発明の実施の形態である排水処理装置１０の作用について説明する。
【００２２】
　生物処理槽１２内では、排水に対して担体内に包括固定化されたアンモニア酸化細菌に
より亜硝酸型の硝化が行われる。すなわち、担体は、排水中のアンモニア性窒素が亜硝酸
の段階で酸化分解を停止する。これにより、処理水に残存する硝酸を大幅に減少すること
ができるとともに、処理水中に残存する全窒素量も減少するので、次の処理工程での有機
物添加量が減少できるため、排水処理全体のコストを下げることができる。
【００２３】
　この担体の分解停止能力は、外部からの亜硝酸酸化細菌の付着及び増殖や、担体内部に
残存する亜硝酸酸化細菌の増殖により、時間とともに低下する。増殖した亜硝酸酸化細菌
は加熱処理によって滅菌可能であるため、生物処理槽１２内の担体を定期的に担体回収装
置２２で回収し、回収した担体を加熱処理槽１４で加熱処理することにより、担体の分解
停止能力を維持することができる。
【００２４】
　しかしながら、担体に使用されるゲル材料の含水量は約８０～９０％であるため、加熱
処理槽１４での熱により担体中の水分が放出され、一辺が５０～８０％程度まで担体全体
が収縮する。生物処理槽１２に設けられたスクリーン２０は収縮前の担体の大きさで設定
されているため、収縮した担体をそのまま生物処理槽１２へ返送してしまうと、処理水と
ともに生物処理槽１２の外へ流出して、生物処理槽１２内の担体の量が減少する。スクリ
ーン２０の目を小さく設定すれば返送した担体は流出しないが、スクリーン２０の目が小
さいと排水中の懸濁物質や担体により目詰まりを起こし易くなり、かえって排水処理の能
力を低下させる原因となる。
【００２５】
　一方、担体を構成するゲル材料は含水性を有しているため、収縮した担体を水中に一定
時間浸漬すれば、ゲル材料の吸水により担体が元の大きさに形状復帰する。したがって、
加熱処理槽１４から生物処理槽１２へ担体を返送する経路に形状復帰槽１６を設け、形状
復帰槽１６で担体を一定時間水中に浸漬することにより、加熱処理槽１４で収縮した担体
を形状復帰させることができる。形状復帰槽１６で浸漬させた担体は元の大きさに形状復
帰しているため、生物処理槽１２へ返送してもスクリーン２０を通過することがない。こ
れにより、加熱処理された担体が槽外へ流出することを効果的に防止できる。
【００２６】
　また、加熱処理槽１４の熱で収縮した担体は、生物処理槽１２と同じ水温下で３０分以
上、好ましくは６０分以上浸漬すると、ほぼ元の大きさに形状復帰する。そこで、形状復
帰槽１６の浸漬を上記条件で行うことにより、収縮した担体を効率よく形状復帰させるこ
とができる。これにより、生物処理槽１２の担体が加熱処理により槽外へ流出することを
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確実に防止できる。
【００２７】
　なお、上述した排水処理装置１０において、各部材及び装置の個数、形状、材質などは
特に限定するものではない。
【００２８】
　本発明では、アンモニア酸化細菌を包括固定した担体を用いたが、特に限定するもので
はない。生物処理を行う際に、定期的に加熱処理する必要がある担体を使用する場合に、
本発明を適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態である排水処理装置の概略構成図
【符号の説明】
【００３０】
　１０…排水処理装置、１２…生物処理槽、１４…加熱処理槽、１６…形状復帰槽、１８
…曝気装置、２０…スクリーン、２２…担体回収装置

【図１】
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